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高齢者虐待防止について 

相談支援課 相談二係 



 

平成18年4月１日より、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に
対する支援等に関する法律」が施行されました。 

 

→虐待の発見者には通報義務があったり、高齢者やその人を
介護している人（養護者）を支援する等、高齢者が安心して
生活できるための法律です。 
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高齢者虐待防止について 
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高齢者虐待防止について 

223 「虐待」ってよくニュースで見るけど 
実際どうなん？ 
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高齢者虐待対応状況について 

通報数 
（うち、虐待と認定された件数） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

全国 
27,940 

（16,384） 
30,040 

（17,078） 
32,231 

（17,249） 

茨木市 
59 

（20） 
48 

（29） 
59 

（22） 
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高齢者虐待対応状況について 
相談・通報者 
 （全体の割合％） 

１位 ２位 ３位 

全国 
介護支援専門員 

（28.4） 
警察 
（24.7） 

家族・親族 
（8.4） 

茨木市 
介護支援専門員 

（35.5） 
警察 
（18.6） 

本人、 
介護保険事業所職員 

（8.5） 

※平成.30年度統計より参照    ↑↑↑ 
ケアマネさんが一番多いんです。 
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高齢者虐待防止について 

■市に相談・通報→即介入・分離ではない。 

■虐待の自覚がない場合や、やむを得ない場
合でも、虐待になってしまうケースも。 

■虐待ではないが、虐待のリスクがあるケースも。 
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高齢者虐待の対応の流れについて 

①相談・受付 
②地域包括支援センターと共有・協議 
③事実確認 
④虐待の有無と今後の対応について 
⑤支援者（ケアマネ、ヘルパー等）と協議・調整 
（⑥その他必要に応じて・・・） 
 
 終結に向けて。 
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高齢者虐待防止について 

介護に携わっている、あなたも。 
まずは、相談を。 

一人で抱え込まないように。 
 

相談は、相談支援課、 
または圏域の地域包括支援センターに。 

ご相談ください。 


